
 整理番号 25 

個人情報ファイルの名称 母子父子寡婦福祉資金貸付業務システム 

実 施 機 関 の 名 称 京都市長 

個人情報ファ

イルが利用に

供される事務

をつかさどる

組織の名称 

子ども若者はぐくみ局 

子ども若者未来部 

子ども家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 母子父子寡婦福祉資金貸付事務の適切かつ円滑な運営のために利用する。 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５続柄（借主からみた、連帯借主及び連帯保証人の続 

柄）、６貸付番号、７貸付資金名称、８貸付金額、９返済済金額、１０滞納額、１１利子及び違約金 

額、１２債務者状況（死亡日等）、１３貸付期間、１４決定年月日、１５償還期間、１６償還方法 

（月賦返済、年賦返済等）、１７返済手段（口座振替もしくは納入通知書）、１８口座情報、１９マイ 

ナンバ 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 含まない 

記 録 範 囲 母子父子寡婦福祉資金借受人（連帯借受人、連帯保証人含む） 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 
本人からの申請、他の地方公共団体の機関からの提供（公用請求による居住地

調査等） 

記録情報の経常的提供先 
弁護士法人ブレインハート法律事務所（滞納債権に係る債権回収業務を委託

している弁護士法人） 

 理 由 債権回収業務を委託しているため。 

記録情報のその他の利用又は提供先  無 

 理 由 ― 

個人情報ファイルの種別 法第 60条第 2 項第 1 号に該当(電算処理ファイル) 

令第 2１条第７項に該当する

個人情報ファイルの有無 
[令第 2１条第 7 項に該当するファイルの有無] 

開示請求等を受理する組織 
名 称 

京都市役所情報公開コーナー（総合企画局デジタル化戦略推進

室情報管理担当）無 

所 在 地 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地― 

訂正及び利用停止に関する他

の法律又はこれに基づく命令

の規定による特別の手続等 

法令等の名称 無 

対 象 項 目 ― 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をするファイルである旨  非該当 

行政機関等匿名加工情報の 

提案を受ける組織 

名 称 - 

所 在 地 - 

 

作成された行政機関等匿名加工情報の概要（作成した場合に記載） 

本 人 の 数 ― 

情 報 の 項 目 ― 

提案をすることができる期間 ― 

提 案 を 受 け る 組 織 ― 

 

備 考 ― 


